
1 
 

令和２年５月 15日 
総務省行政管理局公共サービス改革推進室 

 

民間競争入札実施事業 

  「市ヶ谷ビル施設管理・運営業務」の評価について（案） 

 

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18年法律第 51号）第７条

第８項の規定に基づく標記事業の評価は以下のとおりである。 

 

記 

Ⅰ 事業の概要等 

事  項 内  容 

実施行政機関等 独立行政法人国際協力機構 緒方貞子平和開発研究所（旧ＪＩＣＡ研究所） 

事業概要 独立行政法人国際協力機構市ヶ谷ビルの施設管理・運営業務 

実施期間 平成 28 年４月１日から令和３年３月 31日（５年間） 

受託事業者 東京ビジネスサービス 株式会社 

契約金額（税抜） 637,500,000円（単年度当たり：127,500,000 円） 

入札の状況 ３者応札（説明会参加＝14者／予定価内＝３者） 

事業の目的 独立行政法人国際協力機構緒方貞子平和開発研究所において、国際協力研

究、図書館、市民参加協力、国際協力人材の研修等の複合的な業務を行う拠

点として、以下の業務を行う。 

①総括業務 ②総合案内業務 ③会議室管理業務 ④設備管理業務 

⑤設営業務 ⑥警備業務 ⑦清掃業務 ⑧遠隔監視業務 ⑨設備定期点検

及び保守業務 

選定の経緯 非公務員型独立行政法人等の公共サービスの施設管理分野に該当するもの

として、平成 24年度基本方針において選定 

 

Ⅱ 評価 

１ 概要 

終了プロセスに移行することが適当である。 

 

２ 検討 

（１）評価方法について 

独立行政法人国際協力機構から提出された平成 28 年４月から令和２年３月までの

実施状況についての報告（別添）に基づき、サービスの質の確保、実施経費及びその

前提としての競争性等の観点から評価を行う。 

資料４ 
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（２）対象公共サービスの実施内容に関する評価 

事  項 内  容 

確保されるべき

質の達成状況 

以下のとおり、適切に履行されている 

評価事項 評価指標 評価 

業務内容 実施要項「1.（２）サービスの質の

設定」に示す業務を適切に実施する

こと。 

業務は適切に実施されてお

り、サービスの質は確保さ

れている。 

アンケー

ト調査 

(ア)対応サービス・施設快適性の

確保 

センターで実施する研修者に対

するアンケート調査について有

効回答のうち、「大変満足」及び

「満足」という回答が 75％以上

であること。 

各年度において、「大変満足」及び

「満足」という回答が、各項目 75%

以上を達成しており、サービ

スの質は確保されている。 
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(イ)業務継続の確保 

ａ.平常時 

①本業務の不備に起因する空調

停止、停電、断水が発生しないこ

と（0 回）。 

②本業務の不備に起因する施設

における事業及び執務の中断がな

いこと（0 回）。 

ｂ.緊急時 

大地震・火災等の緊急事態が発生

し、センターがその業務の一部又

は全部停止した場合、センターが

機能を復旧する過程で、本業得の

不備に起因した復旧の遅れがな

いこと（0 回）。 

平成 28 年度から平成 31 年度

の各年度において、 

① 発生していない。 

 

 

 

② 中断していない。 

 

 

 

大地震・火災等の緊急事態は

発生していない。 

 (ウ)安全の確保 

本業務の不備に起因した人身事

故又は物損事故の発生がないこと

（0 回）。  

人身事故又は物損事故は発

生していない。 

 

民間事業者から

の改善提案 

（１） 総括業務 

総括の事務業務を総合案内／会議室管理スタッフが担うことにより、人件費を

削減したとともに、基幹業務の指揮系統をより一元化し、迅速な業務体制を構

築した。 

（２）総合案内業務 

業務内容とシフトの見直しによるポスト減によるコスト削減を実現した。他方、

総合案内に関するアンケート結果において、「大変満足」「満足」が 99％以上で

あり、コスト減にも関わらず高い品質を維持した。 

（３）会議室管理業務 

  専従者を配置することにより、対応力が強化された。 

（４）設備管理業務 
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  非常用発電機の定期点検実施により、事業継続計画（BCP）の質が向上した。 

 

（３）実施経費（税抜） 

実施経費は、従来経費と比較して約 27.8％（年平均約 4,900万円）の削減を達成して

いる。 

特に、総括業務（14,279,808円→6,971,160円／年 51％減）や設備管理・設営業務

（50,651,880円→26,877,180円／年 47％減）が経費削減に大きく寄与している。 

従来経費 176,694,375円 

実施経費 127,500,000円 

増減額 49,194,375円減額（年平均） 

増減率 27.8％減 

  

 

（４）選定の際の課題に対応する改善 

課題 本業務は、市場化テスト導入前は、競争性に課題が認められたところ、受

託事業者からの提案による業務内容の見直しや入札参加資格の緩和、契約

期間の延長などを実施し、結果３者応札するに至り、改善が認められた。 

 

（５）評価のまとめ 

業務の実施にあたり確保されるべき達成目標として設定された質については、平成 28

年度から令和元年度までの４か年とも全て目標を達成していると評価できる。 

また、民間事業者の改善提案により、民間事業者のノウハウと創意工夫の発揮が業務

の質の向上に貢献したものと評価できる。 

実施経費についても、約 27.8％削減の結果となり、改善の効果があったものと評価で

き、公共サービスの質の維持向上と合わせて、経費の削減の双方の実現が達成されたも

のと評価できる。 

なお、本事業の実施期間中に委託民間事業者への業務改善指示等の措置はなく、法令

違反行為等もなかった。また、今後は、独立行政法人国際協力機構に設置している外部

有識者で構成される契約監視会議において、事業実施状況のチェックを受けることが予

定されている。 

 

（６）今後の方針 

本事業については、「市場化テスト終了プロセス及び新プロセス運用に関する指針」

（平成 26年３月 19日官民競争入札等監理委員会決定）Ⅱ．１．（１）の基準を満たし

ていることから、現在実施中の事業をもって市場化テストを終了することが適当である

と考えられる。 
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市場化テスト終了後の事業実施については「競争の導入による公共サービスの改革に

関する法律」の対象から外れることとなるものの、これまでの官民競争入札等監理委員

会における審議を通じて厳しくチェックされてきた公共サービスの質、実施期間、入札

参加資格、入札手続及び情報開示に関する事項等を踏まえた上で、独立行政法人国際協

力機構が自ら公共サービスの質の維持向上及びコストの削減を図っていくことを求め

たい。 
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令和２年４月 21 日 

独立行政法人国際協力機構 

緒方貞子平和開発研究所 

 
 

民間競争入札実施事業 

独立行政法人国際協力機構市ヶ谷ビル施設管理・

運営業務の実施状況について（案） 

 

1.   事業概要 

独立行政法人国際協力機構市ヶ谷ビル施設管理・運営業務については、「競争の導入に

よる公共サービスの改革に関する法律」（平成 18 年法律第 51 号）に基づき、以下の内容

により平成 28 年度から民間競争入札により実施している。 

 
（１）業務内容 

独立行政法人国際協力機構緒方貞子平和開発研究所において、国際協力研究、図書館、

市民参加協力、国際協力人材の研修等の複合的な業務を行う拠点として、以下の業務を行

う。 

①総括業務 ②総合案内業務 ③会議室管理業務 ④設備管理業務 ⑤設営業務 ⑥警

備業務 ⑦清掃業務 ⑧遠隔監視業務 ⑨設備定期点検及び保守業務 
 
 

（２）契約期間 

平成 28 年４月１日から令和３年３月 31 日（５年間） 
 
 

（３）受託事業者 

東京ビジネスサービス株式会社 
 
 

（４）実施状況評価期間 

平成 28 年４月１日から令和２年３月 31 日（４年間） 
 
 

（５）受託事業者決定の経緯 

独立行政法人国際協力機構市ヶ谷ビル施設管理・運営業務に係る民間競争入札実施要

項（以下「実施要項」という。）に基づき、入札参加申請者３者から提出された競争参加

資格技術審査申請書を審査した結果、全３者が入札参加に必要な資格・要件を全て満たして

いることを確認した。 

別添 
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平成 28 年 １ 月 22 日に開札した結果、予定価格の範囲内の入札価格が提示され、価格

点も含めて総合評価を行い、東京ビジネスサービス株式会社を落札者とした。 

 
２．確保されるべきサービスの質の達成状況及び評価 

実施要領において定めた民間事業者が確保すべきサービスの質の達成状況に対する評

価は、以下のとおり。 

 
評価事項 測定指標 評価 

業務内容 民間競争入札実施要項「1.（２）サービス

の質の設定」に示す業務を適切に実施する

こと。 

成果報告書による業務内容を確

認したところ、業務を適切に実

施しており、サービスの質は確

保されている。 

アンケー

ト調査 

(ア)対応サービス・施設快適性の確保 

センターで実施する研修者に対するアン

ケート調査（本業務に関して質問１から質

問６の全て） 

＜基準＞ 

有効回答のうち、「大変満足」「満足」の回

答が 75％以上であること。 

平成 28 年度から平成 31 年度の

各年度において、「大変満足」「満

足」の回答が、各項目 75%以上を

達成している。 

 
よって、サービスの質は確保さ

れている（アンケート調査結果

は、後記別紙のとおり）。 

(イ)業務継続の確保 

ａ.平常時 

①本業務の不備に起因する空調停止、停

電、断水が発生しないこと（0 回）。 

②本業務の不備に起因する施設における

事業及び執務の中断がないこと（0 回）。 

ｂ.緊急時 

大地震・火災等の緊急事態が発生し、センタ

ーがその業務の一部又は全部停止した場

合、センターが機能を復旧する過程で、本

業得の不備に起因した復旧の遅れがない

こと（0 回）。 

平成 28 年度から平成 31 年度の

各年度において、 

① 発生していない。 
 
 

② 中断していない。 
 

 

 

大地震・火災等の緊急事態は発

生していない。 

 (ウ)安全の確保 

本業務の不備に起因した人身事故又は物

損事故の発生がないこと（0 回）。 

 

 

 

  

人身事故又は物損事故は発生し

ていない。 
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３．実施経費の状況及び評価（※金額はすべて税抜） 

実施経費は、従前と比較して約 27.8％（49,194,375 円）の経費削減効果があった。特

に、総括業務は51％減、設備管理・設営業務は47%減と大きな削減効果が見られた。 

市場化テスト前（平成 25 年度～平成 27 年度平均）実施経費 （Ａ） 176,694,375 円 

市場化テスト第 1 期（平成 28 年度～平成 31 年度平均）実施経費（Ｂ） 127,500,000 円 

削減額（Ｃ）＝（Ａ－Ｂ） 49,194,375円 

削減率（Ｃ/Ａ）×100 27.8％ 

 
４．民間事業者からの提案による業務改善 

民間事業者から、以下のような改善提案に基づき、業務改善を実施した。 

（１） 総括業務 

総括の事務業務を総合案内／会議室管理スタッフが担うことにより、人件費を削減

したとともに、基幹業務の指揮系統をより一元化し、迅速な業務体制を構築した。 

（２）総合案内業務 

業務内容とシフトの見直しによるポスト減によるコスト削減を実現した。他方、総

合案内に関するアンケート結果において、「大変満足」「満足」が99％以上であり、

コスト減にも関わらず高い品質を維持した。 

（３）会議室管理業務 

  専従者を配置することにより、対応力が強化された。 

（４）設備管理業務 

  非常用発電機の定期点検実施により、事業継続計画（BCP）の質が向上した。 

 
５．全体的な評価 

（１）質の確保について 

平成 27 年度から平成31 年度における「対応サービス・施設快適性の確保」に関して、

利用者に対するアンケート調査結果によれば、質問の全項目において各年度とも有効回答の

うち、「大変満足」「満足」の回答が、基準の 75％を超えた。アンケート６項目・４年（４

回）で得られる24指標のうち、「大変満足」「満足」の割合が最も低い指標でも93.1％で

あり、99.0％を超えた指標が19も存在するなど、特筆すべき高い品質が確保されたと言え

る。 

以上の結果から、利用者の満足度につながっている点が評価できる。 

（２）経費の削減について 

本事業への民間競争入札の導入により、市場化テスト前（平成 25 年度から平成 27 年

度の平均）176,694,375円（税抜）に対して、平成 28 年度から平成 31 年度の実施経費（平

均）は 127,500,000 円（税抜）となり、49,194,375 円（約 27.8%）の削減効果が見られ、

コスト削減により、効率的なサービス提供がなされていると評価できる。 

以上のとおり、公共サービスの質の維持向上及び経費削減の双方の実現が達成された

ものと評価できる。 
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６．今後の方針 

本事業の市場化テスト導入は今期が 1 期目であるが、事業全体を通じた実施状況は以

下のとおりである。 

① 事業実施期間中に、民間事業者が業務改善指示等を受けたり、また業務に係る法令

違反行為等はなかった。 

② 独立行政法人国際協力機構内に設置している外部有識者で構成する『契約監視委員

会』において、事業実施状況のチェックを受ける仕組みが確保されている。 

③ 入札に当たり応札要件を満たした３者応札であり、競争性が確保されている。 

④ 確保されるべき公共サービスの質及び受託事業者から提案のあった項目に対する実

施状況について、良好なサービスの確保が達成されたと認められる。 

⑤ 上記④のとおりサービスの質が確保されつつ、従来経費と比較すると、約 27.8%の

削減効果を上げている。 

 

以上のとおり、本事業について総合的に評価すると良好な実施経過を得られ、次期事業に

おいては、「市場化テスト終了プロセス及び新プロセス運用に関する指針」（平成 26 年３月 

19 日官民競争入札等監理委員会決定）Ⅱ.１（１）の基準を満たしており、終了プロセス

に移行し、独立行政法人国際協力機構緒方貞子平和開発研究所の責任において、本業務を

実施することとしたい。 

 
なお、市場化テスト終了後も、これまで官民競争入札等監理委員会における審議を通じて厳

しくチェックされてきた公共サービスの質、実施期間、入札参加資格、入札手続き及び情報

開示に関する事項等を踏まえた上で、引き続き、法の趣旨に基づき、公共サービスの質の維

持向上及びコスト削減等を図る努力をしてまいりたい。 

 
以上 
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【平成 28 年度から平成 31 年度／令和元年度の各年度アンケート調査結果】 

１ 調査対象者 利用者全員 

２ 項目集計結果 

＜平成 28 年度＞ 
 

 大変満足 
 

（Ａ） 

満足 
 

（Ｂ） 

不満 非常に

不満 

回答無 （Ａ）（Ｂ）

評価合計 

Q1総合案内につ

いて 

562 288 4 3 142 99.2% 

（850） 

Q2 会議室受付

窓口について 

517 215 6 1 260 99.1% 

（739） 

Q3 設営につい

て 

501 190 6 5 297 98.4% 

（702） 

Q4 清掃につい

て 

625 252 2 0 120 99.8% 

（879） 

Q5 食堂の食事

について※ 

192 116 20 3 0 93.1% 

（331） 

Q6 ケータリン

グについて※ 

107 35 5 1 0 95.9% 

（148） 

 

＜平成 29 年度＞ 
 

 大変満足 
 

（Ａ） 

満足 
 

（Ｂ） 

不満 非常に

不満 

回答無 （Ａ）（Ｂ）

評価合計 

Q1総合案内につ

いて 

471 140 0 0 72 100.0% 

（611） 

Q2 会議室受付

窓口について 

462 138 0 0 83 99.1% 

（600） 

Q3 設営につい

て 

436 134 2 0 111 99.7% 

（702） 

Q4 清掃につい

て 

471 133 0 0 79 100.0% 

（604） 

Q5 食堂の食事

について※ 

211 65 1 0 0 98.7% 

（277） 

Q6 ケータリン

グについて※ 

125 31 0 0 0 100.0% 

（156） 

 

 

別紙 
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＜平成 30年度＞ 
 

 大変満足 
 

（Ａ） 

満足 
 

（Ｂ） 

不満 非常に

不満 

回答無 （Ａ）（Ｂ）

評価合計 

Q1総合案内につ

いて 

584 138 1 0 85 99.9% 

（723） 

Q2 会議室受付

窓口について 

577 133 1 0 97 99.9% 

（711） 

Q3 設営につい

て 

544 138 1 0 125 99.9% 

（683） 

Q4 清掃につい

て 

569 149 0 0 90 100.0% 

（718） 

Q5 食堂の食事

について※ 

230 99 6 0 0 98.2% 

（335） 

Q6 ケータリン

グについて※ 

142 64 1 0 0 99.5% 

（207） 

 

＜平成 31年度／令和元年度＞ 
 

 大変満足 
 

（Ａ） 

満足 
 

（Ｂ） 

不満 非常に

不満 

回答無 （Ａ）（Ｂ）

評価合計 

Q1総合案内につ

いて 

530 120 0 0 69 100.0% 

（719） 

Q2 会議室受付

窓口について 

524 119 0 0 76 100.0% 

（719） 

Q3 設営につい

て 

491 120 0 0 108 100.0% 

（719） 

Q4 清掃につい

て 

521 127 0 0 71 100.0% 

（719） 

Q5 食堂の食事

について※ 

182 88 3 0 0 98.9% 

（273） 

Q6 ケータリン

グについて※ 

109 52 1 0 0 99.4% 

（162） 

 
 ※Q5、Q6については、会議室等の施設利用時にケータリングサービス等を利用した者の

他、食堂の一般利用者の任意のアンケートの回答結果を含む 
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